
 

広島県介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金交付要綱 

 

 （総則） 

第１条 介護サービス事業所・施設が，感染防止対策を継続的に行うため，衛生用品等の購入に必要

な経費を支援することを目的として，介護サービス事業所・施設を運営する者に対し，広島県介護

サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金（以下「補助金」という。）を予算の

範囲内において交付するものとし，その交付に関しては，広島県補助金等交付規則（昭和48年広島

県規則第91号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，この要綱に定めるところによる。 

 

（交付の対象） 

第２条 この補助金の交付の対象者（以下「補助事業者」という。）は，広島県内に所在する介護サ

ービス事業所・施設であって，別表の「事業所・施設の種別」欄のいずれかに該当するもの（次に

掲げる事業所・施設であって，令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金

の交付を受けるものを除く。）を運営する者とする。   

（１） 病院又は診療所である通所リハビリテーション事業所 

（２） 介護療養型医療施設，療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所 

（３） 訪問看護事業所 

（４） 病院又は診療所である訪問リハビリテーション事業所 

（５） 居宅療養管理指導事業所 

（６） 介護療養型医療施設 

２ この補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，感染防止対策を継続的に

行うため，補助事業者が衛生用品等を購入する事業とする。 

３ この補助金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は，令和３年10月１日から同

年12月31日までの衛生用品の購入費用及び感染防止対策に要する備品の購入費用とする。ただし，

介護報酬及び他の補助金等の交付を受けている費用は，対象経費に含まない。 

 

（交付額の算定方法） 

第３条 補助金の交付額は，介護サービス事業所・施設ごとに，別表に定める基準単価と対象経費の

実支出額とを比較して，いずれか少ない方の額とする。ただし，交付額に1,000円未満の端数が生

じた場合には，これを切り捨てるものとする。 

  

（申請手続） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は，補助事業終了後に，別記様式第１号の交付申請書兼実

績報告書に関係書類を添えて，知事に提出するものとする。 

２ 前項の交付申請書兼実績報告書の提出期限は，知事が別途定める日とする。 

 

（交付の条件） 

第５条 規則第５条第３項の規定により付する条件は，次のとおりとする。 

（１）  補助事業により取得し，又は効用の増加した財産については，事業完了後においても善良な

管理者の注意をもって管理するとともに，その効率的な運用を図らなければならない。 

（２）  補助事業に係る関係書類の保存については，補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳 



 

簿を備え，当該収入及び支出について証拠書類を整理し，かつ当該帳簿及び証拠書類を補助事 

業が完了する日の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

（３） 補助事業完了後に，消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額が確定した場合は，別記様式第２号により速やかに知事に報告しなければ

ならない。 

なお，知事は報告があった場合には，当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部 

又は一部を県に納入させることがある。 

２ 補助事業者が前項の条件に違反した場合には，この補助金の全部又は一部を取り消すことがある。 

 

（補助金の額の確定等） 

第６条 知事は，第４条第１項の規定により提出された交付申請書兼実績報告書の審査等を行い，適

当と認めたときは，補助金の交付を決定し，及び交付すべき補助金の額を確定し，補助事業者に対

し通知する。 

 

（申請の取り下げ） 

第７条 規則第７条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期間は，前条の通知を受領

した日から起算して10日以内とする。 

 

（交付事務の委託） 

第８条 知事は，本補助金の交付に係る次の事務を，知事が適当と認める者に委託することができる。 

（１） 規則第３条第１項及び第12条に定める知事に提出される交付申請書等の受領に関する事務 

（２） 規則第４条に定める知事が決定した補助金の交付に関する事務 

（３） 規則第６条及び第13条に定める申請者への通知に関する事務 

２ 前項の事務を委託した場合において，知事は，補助金の交付を決定した際には，その都度，受託 

者に対して，その決定した内容等を通知するものとする。 

３ 知事は，前項の通知をしたときは，受託者が交付するために必要となる補助金を，受託者へ支給 

するものとする。 

４ 受託者は，前項による支給を受けて補助金を交付した際には，広島県会計規則（昭和39年広島県 

規則第29号）第38条第２項に基づき精算するものとする。 

 

（実施規定） 

第９条 規則及びこの要綱に定めるもののほか，本補助金の交付について必要な事項は，知事が別 

に定める。 

 

 

      附 則 

この要綱は，令和３年12月14日から施行し，令和３年度分の補助金から適用する。 

 

 

 



（別表）　介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業（基準単価）

　基準単価（単位：円，１事業所又は施設当たり）

1 通常規模型 10,000 /事業所 29 定員19人以下 10,000 /施設

2 大規模型（Ⅰ） 15,000 /事業所 30 定員20人以上 20,000 /施設

3 大規模型（Ⅱ） 20,000 /事業所 31 定員39人以下 30,000 /施設

4 10,000 /事業所 32
定員40人以上

49人以下 40,000 /施設

5 10,000 /事業所 33
定員50人以上

69人以下 50,000 /施設

6 通常規模型 10,000 /事業所 34
定員70人以上

89人以下 60,000 /施設

7 大規模型（Ⅰ） 15,000 /事業所 35 定員90人以上 70,000 /施設

8 大規模型（Ⅱ） 20,000 /事業所 36 定員29人以下 30,000 /施設

9 10,000 /事業所 37
定員30人以上

39人以下 40,000 /施設

10 定員20人以下 5,000 /事業所 38
定員40人以上

49人以下 50,000 /施設

11 定員21人以上 10,000 /事業所 39
定員50人以上

69人以下 60,000 /施設

12 訪問回数1,200回以下 10,000 /事業所 40 定員70人以上 70,000 /施設

13
訪問回数1,201回以上

2,000回以下 15,000 /事業所 41 定員29人以下 30,000 /施設

14 訪問回数2,001回以上 20,000 /事業所 42
定員30人以上

39人以下 40,000 /施設

15 10,000 /事業所 43
定員40人以上

49人以下 50,000 /施設

16 10,000 /事業所 44
定員50人以上

69人以下 60,000 /施設

17 5,000 /事業所 45 定員70人以上 70,000 /施設

18 10,000 /事業所 46 定員14人以下 10,000 /事業所

19 10,000 /事業所 47 定員15人以上 15,000 /事業所

20 10,000 /事業所 48 定員19人以下 10,000 /事業所

21 5,000 /事業所 49
定員20人以上

39人以下 20,000 /事業所

22 10,000 /事業所 50
定員40人以上

59人以下 30,000 /事業所

23 10,000 /事業所 51
定員60人以上

69人以下 40,000 /事業所

24 定員39人以下 30,000 /施設 52
定員70人以上

89人以下 50,000 /事業所

25
定員40人以上

49人以下 40,000 /施設 53
定員90人以上

99人以下 60,000 /事業所

26
定員50人以上

69人以下 50,000 /施設 54 定員100人以上 70,000 /事業所

27
定員70人以上

89人以下 60,000 /施設 55 定員19人以下 10,000 /事業所

28 定員90人以上 70,000 /施設 56 定員20人以上 20,000 /事業所

※１　事業所・施設について，令和３年10月から12月までの間に指定等を受けているものであり，休業中のものを含む。また，

　　　・　各介護予防サービスを含むが，介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は，介護サービスの種別（上記１～５６）により交付する。

　　　・　介護予防・日常生活支援総合事業（指定サービス・介護予防ケアマネジメント）を実施する事業所は，通所型は通所介護事業所（通常規模型）と，訪問型は訪問介護事業所と，介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが，

介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は，介護サービスの種別（上記１～５６）により交付する。

　　　・　通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模は，介護報酬上の規模区分であり，交付の申請時点で判断する。

　　　・　訪問介護の訪問回数については，令和３年10月の１か月における身体介護，生活援助及び通院等乗降介助の合計数で判断する。

　　　・　短期入所療養介護，介護老人福祉施設，地域密着型介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護医療院，介護療養型医療施設及び認知症対応型共同生活介護事業所の定員については，交付の申請時点で判断する。

※２　以下に掲げる事業所・施設であって，令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金の交付を受ける場合は，本事業の対象としない。

　　　・病院又は診療所である通所リハビリテーション事業所 ・介護療養型医療施設、療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所

　　　・訪問看護事業所 ・病院又は診療所である訪問リハビリテーション事業所

　　　・居宅療養管理指導事業所 ・介護療養型医療施設

介護老人福祉施設

助成額

対象経費

入所施設・
居住系

　令和３年10月１日から12月31日までの衛生用品の購入費用及び感染防止対策に要する備品の購入費用

　・１事業所・施設につき基準単価まで交付することができる。
　・事業所・施設ごとに，基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を交付額とする。なお，交付額に1,000円未満の端数が
　生じた場合には，これを切り捨てるものとする。

短期入所生活介護事業所

通所系

通所介護事業所

地域密着型通所介護事業所（療養通所介護事業所を含む）

認知症対応型通所介護事業所

通所リハビリテーション事業所

短期入所系
短期入所療養介護事業所

訪問系

訪問入浴介護事業所

訪問看護事業所

訪問リハビリテーション事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

夜間対応型訪問介護事業所

　事業所・施設の種別（※１） 　事業所・施設の種別（※１）

入所施設・
居住系

地域密着型介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

介護療養型医療施設

認知症対応型共同生活介護事業所

特定施設入居者生活介護事業所

地域密着型特定施設入居者生活介
護事業所

居宅介護支援事業所

居宅療養管理指導事業所

訪問介護事業所

多機能型
小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所



別記様式第１号（第４条関係）

　　令和 年 月 日
様

　標記について，次のとおり申請します。

（郵便番号 ‐ ）

申請内容

1 通所介護事業所（通常規模型） 円

2 通所介護事業所（大規模型（Ⅰ）） 円

3 通所介護事業所（大規模型（Ⅱ）） 円

4 地域密着型通所介護事業所(療養通所介護事業所を含む) 円

5 認知症対応型通所介護事業所 円

6 通所リハビリテーション事業所（通常規模型） 円

7 通所リハビリテーション事業所（大規模型（Ⅰ）） 円

8 通所リハビリテーション事業所（大規模型（Ⅱ）） 円

円

9 短期入所生活介護事業所 円

短期入所療養介護事業所

10 （定員20人以下） 円

11 （定員21人以上） 円

円

訪問介護事業所

12 （訪問回数1,200回以下） 円

13 （訪問回数1,201回以上2,000回以下） 円

14 （訪問回数2,001回以上） 円

15 訪問入浴介護事業所 円

16 訪問看護事業所 円

17 訪問リハビリテーション事業所 円

18 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 円

19 夜間対応型訪問介護事業所 円

20 居宅介護支援事業所 円

21 居宅療養管理指導事業所 円

円

22 小規模多機能型居宅介護事業所 円

23 看護小規模多機能型居宅介護事業所 円

円

介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業

介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金交付申請書兼実績報告書

小　　計

小　　計

小　　計

小　　計

0

0 か所 0

0 か所

0 か所

0 か所

電話番号

職　　名

職　　名

フリガナ

名　　称

0 か所

か所

か所

E-mail

0 か所 0

0

短
期
入
所
系

多
機
能
型

か所

広島県知事

0 か所

0

0 か所 0

0

0

0 か所 0

0 か所 0

0

0 か所

0 か所 0

0

0

か所 0

0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所

0 か所

か所

か所

か所

か所 0

0

0

0

申請額事業所･施設数

0

0

0

訪
問
系

0 か所

0

0

0

0

0

0

0

か所

か所

0

0

0

0

申
　
請
　
者

所在地

連絡先

代表者の職・氏名

申請に関する担当者 氏　　名

氏　　名

通
所
系

0



介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業 申請額事業所･施設数

介護老人福祉施設

24 （定員39人以下） 円

25 （定員40人以上49人以下） 円

26 （定員50人以上69人以下） 円

27 （定員70人以上89人以下） 円

28 （定員90人以上） 円

地域密着型介護老人福祉施設

29 （定員19人以下） 円

30 （定員20人以上） 円

介護老人保健施設

31 （定員39人以下） 円

32 （定員40人以上49人以下） 円

33 （定員50人以上69人以下） 円

34 （定員70人以上89人以下） 円

35 （定員90人以上） 円

介護医療院

36 （定員29人以下） 円

37 （定員30人以上39人以下） 円

38 （定員40人以上49人以下） 円

39 （定員50人以上69人以下） 円

40 （定員70人以上） 円

介護療養型医療施設

41 （定員29人以下） 円

42 （定員30人以上39人以下） 円

43 （定員40人以上49人以下） 円

44 （定員50人以上69人以下） 円

45 （定員70人以上） 円

認知症対応型共同生活介護事業所

46 （定員14人以下） 円

47 （定員15人以上） 円

特定施設入居者生活介護

48 （定員19人以下） 円

49 （定員20人以上39人以下） 円

50 （定員40人以上59人以下） 円

51 （定員60人以上69人以下） 円

52 （定員70人以上89人以下） 円

53 （定員90人以上99人以下） 円

54 （定員100人以上） 円

地域密着型特定施設入居者生活介護

55 （定員19人以下） 円

56 （定員20人以上） 円

円

円か所0 0

0 か所 0

小　　計

合　　計

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0 か所 0

0

0 か所

0 か所 0

0

0 か所 0

0

0 か所

0 か所 0

0 か所

0 か所

か所 0

0 か所 0

入
所
施
設
・
居
住
系

0

0



　（別紙１）事業所・施設別申請額一覧

（単位:円）

No. 事業所・施設名
介護保険

事業所番号 サービス種別 電話番号 住所 代表となる法人名 基準単価(a) 所要額(b) 申請額(c)
審査結果

（都道府県記入）
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67
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No. 事業所・施設名
介護保険

事業所番号 サービス種別 電話番号 住所 代表となる法人名 基準単価(a) 所要額(b) 申請額(c)
審査結果

（都道府県記入）
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94

95
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103
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No. 事業所・施設名
介護保険

事業所番号 サービス種別 電話番号 住所 代表となる法人名 基準単価(a) 所要額(b) 申請額(c)
審査結果

（都道府県記入）
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142

143

144
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　(別紙２）事業所・施設別個票

フリガナ

事業所・施設の名称

サービス種別 人

（郵便番号 ‐ ）

連絡先 電話番号 E-mail

管理者の氏名

＜積算内訳＞

誓　約　事　項

円

債権譲渡されていない場合は、左欄に○を入れて下さい。
※債権譲渡されている場合、都道府県に申請して下さい。

・病院又は診療所である通所リハビリテーション事業所
・介護療養型医療施設，療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所
・訪問看護事業所　　・病院又は診療所である訪問リハビリテーション事業所　・居宅療養管理指導事業所　・介護療養型医療施設

口　座　情　報

　国保連合会に登録されている口座は債権譲渡されていない。

　国保連合会に登録されている口座情報を本事業の振込に使用することに同意する。

　サービス種別・申請金額等の申請内容に相違ない。

　以下に掲げる事業所・施設ではない。又は，以下に掲げる事業所・施設であって，令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防
止継続支援助成金の交付を受けていない。

本事業は原則、国保連合会のシステムを活用した助成金の交付を予定していま
す。（債権譲渡がある場合等を除く）

　この助成金と対象経費を重複して，他の助成金を受けていない。

　この助成金に係る収入及び支出等に係る証拠書類を適切に整備保管する。

数量等

定員

円

所要額(円)

訪問
回数

0

事
業
所
・
施
設
の
状
況

介護保険事業所番号

回

基準単価 所要額

事業所・施設の所在地

品目（マスク等）

合計



別記様式第２号（第５条関係） 

 

    年  月  日 

 

 

広 島 県 知 事  様 

 

                      所  在  地 

補助事業者名 

代表者職氏名 

 

 

    令和３年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

令和  年  月  日付けで交付決定を受けた介護サービス事業所・施設における感染防止対策

支援事業補助金について，広島県介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金交

付要綱第５条第１項第３号に基づき，次のとおり報告します。 

 

 

１ 広島県介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金交付要綱第６条に基づく 

額の確定又は事業実績報告額 

金              円 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（要県費

補助金返還相当額） 

金              円 

 

３ 添付書類 

（１）２の金額の積算の内訳を記載した書類 

（２）その他参考になる資料 

 

 

 


